
（別紙１） 

認可申請の概要（経営者向け定期保険の受託販売） 

１．認可申請業務 

利用者利便の向上及び収益源の多様化を図るため、以下の業務について認可

を申請します。 

郵政民営化法（平成 17 年法律第 97 号）第 138 条第３項において認可を受け

なければならないとされている業務のうち、保険業法（平成 7 年法律第 105

号）第 98 条第１項第１号に規定する他の保険会社（外国保険業者を含みます。）

の業務の代理又は事務の代行 

２．理由 

当社は、平成 20 年度より、法人もしくは個人事業主を契約者とし、主とし

て経営者の死亡退職金、弔慰金及び事業承継資金の確保を目的とした定期保険

（定期保険及び逓増定期保険）の受託販売を行っておりますが、当時は、当社

として初めての取り組みであったことから、市場に与える影響及び役務の適切

な提供の観点を踏まえ、受託元会社を８社に限定し、当該保険に付加する特約

についても、その取扱い範囲を一部の特約に限定して実施いたしました。こう

した中、以下の利用者利便の向上及び収益源の多様化を図るため、法人もしく

は個人事業主を契約者とし、主として経営者の死亡退職金、弔慰金及び事業承

継資金の確保を目的とした定期保険の受託販売に係る受託元会社の制限を撤

廃し、かつ平成２０年度より受託販売を実施している受託元会社も含め、当該

保険に付加する特約の取扱い範囲を拡大した受託販売（以下「経営者向け定期

保険の受託販売」といいます。）について認可申請するものです。 

なお、当該受託販売の市場に与える影響については、販売開始から７年の販

売件数の経過から見るに、１千件から２千件の間を推移しており、その影響は

極めて小さいことが確認されています。これまでの販売実績を踏まえれば、今

後の販売量が大きく増加することは考えられないことから受託元会社の制限

を撤廃した場合においても、市場に与える影響は小さいものと考えています。 

利用者への役務の適切な提供の観点については、受託元会社が異なっても商

品種類は同じであり、業務の方法は同じであることから、受託元会社を限定し

ないとしても役務の適切な提供が可能であると考えております。また、販売開

始から７年を経過し、募集人のスキルは向上しており、実際、平成 26 年度か

ら取扱開始したがん保険の受託販売においては、未経験の商品でも適切な研修



を行うことにより、役務の適切な提供が可能であることが確認されています。

以上を踏まえ、受託元会社の制限を撤廃し、付加できる特約の範囲を拡大した

場合においても、利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれはないものと

考えています。 

(1) 利用者利便の向上 

高額の資金準備をしたいといった法人顧客ニーズは多様であり、それゆ

え、各生命保険会社とも商品種類は同じでも返戻率や特約などに特色を持

たせていることから、受託元会社の制限を撤廃し、当該保険に付加する特

約についても、当該保険商品に一般的に付加されている特約の範囲の取扱

いを可能とすることで、多様な法人顧客ニーズへの対応が可能となり、当

社のお客様の利便性向上につながると考えています。 

なお、利用者の利便性向上は、郵政民営化の目的の一つであり、郵政民

営化法第２条においても、「多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利

便の向上」が謳われているところです。 

(2) 収益源の多様化 

経営者向け定期保険の受託販売により、手数料収入の確保及びシナジー

効果による当社法人市場の売上増を実現し、収益の確保による経営の安定

化を図ることが、企業価値向上のために必要であると考えています。 

３．業務の内容及び方法 

・ 当社が受託する業務の代理又は事務の代行の範囲は、次のとおりとしま

す。 

① 次に掲げる事務その他生命保険業に伴う事務 

ア 保険契約の締結及び管理に係る事務 

イ 保険料等の収納及び保険金等の支払に係る事務 

ウ 生命保険募集人等に対する教育、管理及び指導に係る事務 

② 次に掲げる業務その他生命保険業に伴う業務 

保険契約の締結の媒介に係る業務 

③ 前①及び②に掲げる業務又は事務に付随する業務又は事務 

・ 当社が受託する業務の代理又は事務の代行により取り扱う保険の種類は、

生命保険会社（外国生命保険会社等を含みます。以下同じとします。）から、

法人もしくは個人事業主を契約者とし、主として経営者の死亡退職金、弔

慰金及び事業承継資金の確保を目的とした定期保険及び当該保険に付加す

る特約のうち次の①から⑫までに掲げるものとします。 



① 保険料の払込方法に関する特約 

② 保険金の支払方法に関する特約 

③ 被保険者に代わる者が保険金等の請求を行うための特約 

④ 健康状態その他の引受基準に応じ契約内容を修正する特約 

⑤ 余命が一定の期間内であると医師により診断されたことに伴い保険金

が支払われる特約 

⑥ 特約保険金額が一定期間にわたり逓増する定期保険特約 

⑦ 主として入院その他の治療行為に対し保険金が支払われる特約 

⑧ 保険料の払込免除に関する特約 

⑨ 主として特定の疾病等にかかったことに対し保険金が支払われる特約 

⑩ 要介護状態その他の重篤な身体の状態になったことに対し保険金が支

払われる特約 

⑪ 主として被保険者の死亡に対し保険金が支払われる特約 

⑫ 当社の保険商品（倍額支払条項付保険、契約者貸付条項付保険及び保険

期間更新条項付保険）と同種の特約及び当社の保険商品に付加する特約と

同種の特約 

(1) 実施態勢 

当社では、直営の全国の支店を、中小企業を中心とする法人向けチャネ

ルと位置付け、法人向けのコンサルティング経験を有する営業社員を中心

とした体制により事業運営を行っていますが、経営者向け定期保険の受託

販売についても、この直営の全国の支店で取り扱います。 

受託する業務の代理又は事務の代行を的確、公正かつ効率的に実施する

ために、受託元会社と連携しつつ、業務執行態勢を整備します。 

また、本社の営業推進部及び支店の法人営業部は、リスク管理統括部及

びコンプライアンス統括部と協働して、リスク管理及び法令遵守を徹底し

ます。さらに、監査部門による監査を通じ、内部統制を確保します。 

① 人材 

経営者向け定期保険の受託販売に携わる社員については、商品の販売

に関する十分な知識を付与することとし、受託元会社から提供された教

材を用いて販売前研修等を行うことで、販売開始前に商品内容や手続き

について十分な研修を行うこととします。 

② 規程類 

以下の関係規程等を整備します。 



〈受託元会社との契約等〉 

ア 生命保険業に係る業務の代理または事務の代行に関する委託契約書

（以下「委託契約書」といいます。） 

イ 個人情報の取扱いに関する規程 

〈規程等〉 

ア 受託販売マニュアル 

イ 受託商品募集手当の支給に関する事務取扱手続 

ウ コンプライアンス・マニュアル 

エ その他研修に関するマニュアル等 

③ システム 

原則として、保険業界標準のネットワークインフラを通じ、商品供給

を受ける受託元会社が提供する代理店向け契約支援サイトに接続し、保

険設計書、契約申込書を作成します。 

また、同ネットワークインフラを通じて受託元会社より進捗管理デー

タを取得し、受け付けた契約申込書の契約状況等を把握します。 

(2) 経営管理態勢 

経営の健全性の確保及びその一層の向上を図るため、以下のような態勢

を整備しています。 

① コーポレートガバナンス 

コーポレートガバナンスについては、意思決定の迅速化と経営の透明

性の向上を図るため指名委員会等設置会社とし、指名委員会、監査委員

会及び報酬委員会を設置して、取締役会及び３委員会が経営を確実にチ

ェックできる体制としています。 

経営全体に係る業務執行の内容（業務の代理又は事務の代行を含みま

す。）については、代表執行役が決定することとしています。また、協議

機関として各業務等の担当執行役等で構成される経営会議を設置し、代

表執行役の権限事項及び経営に関する重要事項を協議するとともに、経

営会議の下に専門委員会として収益管理委員会、リスク管理委員会、コ

ンプライアンス委員会、お客さまサービス委員会、商品開発委員会、事

務・システム改革委員会、人権啓発委員会及び情報セキュリティ委員会

の８つを設置しています。 



② リスク管理 

当社は、生命保険事業に係る様々なリスクに対応して、その特性に応

じた実効性のあるリスク管理を行うことが経営上の重要課題であると認

識しています。 

現行、専門委員会としてリスク管理委員会を設置するとともに、本社

にリスク管理統括部を設置しています。 

リスク管理統括部は、各部署で策定するリスク管理基準の検証を行う

とともに、経営陣に対しリスク管理の状況の報告等を行う等、総合的な

リスク管理を実施することにより、事業経営の健全性の確保を図ること

としています。 

なお、オペレーショナルリスク管理（業務の代理又は事務の代行を含

みます。）を行うに当たっては、損失規模及び発生頻度を基準にリスクを

評価し、重要度に応じた管理を行います。 

また、リスク区分ごとのリスク管理を行う部署は、業務を執行する本

社各部、支店等との間で相互牽制を図りつつ、適切にモニタリング機能

を発揮し、担当するリスクを管理することとしています。 

③ 顧客保護等管理 

ア 募集態勢について 

業務の代理又は事務の代行を行うに当たっては、次のとおり誤認防

止措置を講じることとします。 

・ 募集時に、受託元会社が引受保険会社であり、当社は受託元会社の

業務の代理又は事務の代行を実施していることを説明します。 

・ 募集に使用する文書又はツール（以下「募集文書等」といいます。）

については、受託元会社が作成したものを活用することを原則としま

す。 

・ 受託元会社が作成した募集文書等を活用することができない場合に

は、当社が自ら受託元会社のご契約のしおり・パンフレット等を参考

に募集文書等を作成し、使用前に受託元会社に申請の上、承諾を受け

ることとします。 

イ 苦情・相談対応について 

苦情、相談又は照会（以下「苦情等」といいます。）については、募

集に係るもの（募集時等における保全手続の誤説明等を含みます。）で、

かつ、当社で回答可能なものは原則、直接回答を行います。 

なお、募集に係るものでも商品性に係るもの等については必要に応

じ受託元会社と連携の上、回答を行うこととします。 



また、当社で回答できない募集に係るもの以外の苦情等については、

受託元会社に引き継ぐこととします。 

当社内においては、本社、各支店等で受け付けた苦情等は、苦情処

理システムへの入力により、お客さまサービス統括部において一元的

に管理し、その対応状況についての進捗管理を行う体制を構築してい

ます。業務の代理又は事務の代行においても、同様の実施体制を活用

し、情報の収集、再発防止策の策定、受託元会社との連携等を行いま

す。 

なお、お客さまから当社が受け付けた苦情等については、当社で直

接回答を実施したものも含め、受託元会社に情報を提供するとともに、

受託元会社が受けた苦情等であって、当社にその原因があるものにつ

いては、受託元会社から情報の提供を受け、当社が対応を行うことと

します。 

ウ 個人情報保護について 

当社は、お客さまに対して満足度の高いサービスを提供していく上

で個人情報の適切な保護と取扱いが重要であると認識し、個人情報保

護に関する基本方針（「プライバシーポリシー」）を定め、これを公表

しています。 

また、当社では、金融庁が定める「金融分野における個人情報保護

に関するガイドライン」、一般社団法人生命保険協会が定める「生命保

険業における個人情報保護のための取扱指針について」等各種規定の

内容を踏まえた「個人情報保護規程」を定めるとともに、この規程に

基づいて社員等が適切な個人情報の取扱い及び管理ができるよう「個

人情報保護・情報セキュリティマニュアル」等を作成、活用し、規定

内容の周知徹底を図っています。 

当社は、業務の代理又は事務の代行を通じて知り得た個人情報につ

いて、受託元会社との間で締結する個人情報の取扱いに関する規程に

則り、厳格に管理するとともに、委託契約書においても、その守秘義

務等を明記し、その保護を図ることとしています。 

また、当社は、契約申込書をはじめとする個人情報が記載された書

面をお客さまから受理するに当たり、保険契約締結に使用する等の必

要な範囲で個人情報を利用することをお客さまにお渡しする書面上に

明示しています。これにより、書面で取得したお客さまに関する個人

情報は、お客さまの健康状態等のセンシティブ情報を除き保険契約の

申込先である受託元会社とともに、当社においても当社が保有する個

人情報として取り扱います。 



エ 責任の所在の明確化について 

当社は、受託元会社から委託された業務又は事務を、双方合意した

内容に従って誠実に、善良なる管理者の注意義務をもって遂行します。 

また、損害賠償に関しては、 

・ 当社及び受託元会社のいずれか一方が、生命保険業に係る業務の代

理又は事務の代行に関する委託契約の履行に際し、他の一方に対して

損害を与えた場合には、相当因果関係の範囲で、その損害を賠償しな

ければならないこと 

・ 上記の損害賠償責任者は、委託契約が終了した後であっても賠償の

義務を免れることはできないこと 

・ 当社が受託業務を遂行するに当たり、契約者若しくは被保険者又は

不特定多数の者に損害を与えて法律上の損害賠償義務を負担し、かつ、

その損害の賠償を受託元会社が行った場合、当該受託元会社は、当社

に対して求償することができること 

を委託契約書に定めます。 

④ コンプライアンス態勢 

生命保険会社にとって、お客さまに保険商品を提供するという社会的

責任は大変重く、また金融商品の販売や個人情報の保護等に関するコン

プライアンスの取組みは企業の信頼性を高める際の重要なファクターで

す。経営理念に掲げる｢最も信頼される保険会社｣となるためには、コン

プライアンスを最重要視した業務（業務の代理又は事務の代行を含みま

す。）の運営が必要であると認識しています。 

本社にコンプライアンスを統括する部署として「コンプライアンス統

括部」を設置し、コンプライアンスに関する事項の企画・調整を行って

いるほか、全国 13 箇所に本社コンプライアンス統括部直轄の「エリアコ

ンプライアンス室」を設置し、受け持ち地域内のコンプライアンスの指

導の統括及びコンプライアンス違反事案の調査・解明を実施しています。

さらに、本社コンプライアンス統括部長、エリアコンプライアンス室長

をコンプライアンス・オフィサーに指名し、コンプライアンス態勢の整

備、施策の実施状況及び法令等の遵守状況の把握、役員及び社員に対す

る研修計画の策定・実施、コンプライアンスに関する相談対応、コンプ

ライアンス違反事案への対応等に取り組んでいます。そのほか、コンプ

ライアンスの推進に責任を持つ者として、本社及びサービスセンターに

「コンプライアンス責任者」を、エリア本部及び支店に「コンプライア

ンス統括責任者」を配置し、全社的にコンプライアンスを推進する体制



を構築しています。 

また、保険募集管理の専門部署として募集管理統括部、個人情報保護・

情報セキュリティの専門部署として、コンプライアンス統括部に情報セ

キュリティ統括室を設置し、態勢の強化を図っています。 

⑤ 内部監査態勢 

内部監査は、会社の経営諸活動の遂行状況及び内部管理態勢等を適切

性、有効性の観点から検証・評価することにより、会社の健全かつ適正

な業務（業務の代理又は事務の代行を含みます。）の運営に資することを

目的としています。 

被監査部門に対して、十分な牽制機能が働く態勢の確保及び被監査部

門から制約を受けることなく内部監査業務を遂行できる態勢構築のため、

被監査部門から独立した組織として、本社に内部監査部を設置していま

す。また、内部監査員には被監査部門のすべての場所に立ち入ること、

すべての役職員に対して資料の提出、事実の説明を求めること、必要に

応じてすべての会議等に出席し意見を述べること等、内部監査実施に必

要な権限を付与しています。 

内部監査結果は、代表執行役社長及び監査委員会に報告しています。

なお、内部監査の実施において、経営に重大な影響を与えるおそれがあ

ると認められる事項が発見された場合は、速やかに代表執行役社長及び

監査委員会に報告する態勢としています。 

被監査部門に通知した是正又は改善すべき事項については、措置状況

を適切に把握し、必要に応じて検証する等、フォローアップを実施し、

概要を定期的に代表執行役社長及び監査委員会に報告しています。 

（以上) 


